


 

別添１ 

 

年末及び冬季に向けた労働災害防止の取組みについて（お願い） 

 

 

仕事に追われる年末及び積雪や凍結を原因とする転倒災害が多発する冬季に特に、

事業者の方に、注意いただきたい取り組みについて、以下にお示しいたしましたので、今

一度ご確認いただき、安全な作業を特に心がけていただくようお願いします。 

 

 

１  仕事に追われる年末は、慌ただしい中にあっても慎重な仕事を心がけ、周りの人に

も一声かけて、職場ぐるみで安全な作業に取り組んでいただくようお願いします。 

２  全ての事業場において、経営トップの方が自ら先頭に立ち、安全衛生管理体制やそ

の活動状況、墜落・転落災害対策、機械設備等の安全対策、安全衛生教育について

確認をお願いします。 

３  死亡労働災害の２０％以上が交通事故によるものであり、自動車の運転は業種に関

わらずにあるものですので、運転業務に就かれている方々の睡眠時間を十分に確保

していただき、安全運転を心がけていただくようお願いします。 

４  年末には改修作業や大規模点検など非定常作業が多く行われ、これら非定常作業

では多くの重篤な災害が発生していますので、作業前に安全な作業手順・作業方法と

なっているか確認をお願いします。 

５  冬期は積雪や凍結による労働災害に注意が必要です。除雪作業における事故はも

ちろんですが、積雪や凍結によって歩行中に転倒したり、自動車事故に遭うといった

ことは、あらゆる業種で起こりえますので、この点についても注意をお願いします。 

特に、翌日が氷点下まで冷え込む前日には、注意喚起を行うようお願いします。 

 





　　
　　
　　
　

　　　　

　　

　　

　　

１人 ２～３人 ４～６人 ７人以上 10人以上※

30万円 50万円 70万円 100万円 120万円

60万円 90万円 100万円 120万円 130万円

45万円 70万円 100万円 150万円 180万円

80万円 110万円 140万円 160万円 180万円

60万円 90万円 150万円 230万円 300万円

110万円 160万円 190万円 230万円 300万円

90万円 150万円 270万円 450万円 600万円

170万円 240万円 290万円 450万円 600万円

※ 10人以上の上限額区分は、申請事業場の事業場内最低賃金が950円未満である事業者、生産量要件または物価高騰等要件に該当する事業者が選択できます。

９０円コース

※1 生産量要件：新型コロナウイルス感染症の影響により、売上高や生産量などの事業活動を示す指標の最近３か月間の平均値が、前年、前々年または３年前同期に比べ、
※1 生産量要件：15％以上減少している事業者をいいます。

※２ 物価高騰等要件：原材料費の高騰など社会的・経済的環境の変化等の外的要因により、最近３か月間のうち任意の１月における売上高総利益率又は売上高営業利益
※２ 物価高騰等要件：率が、前年同月に比べ３％ポイント低下している事業者をいいます。

（令和５年10月１日版）

区  分

賃金を引き上げる労働者数・助成上限額
（下段は、事業場規模30人未満の事業者のみ対象）

３０円コース

４５円コース

６０円コース

【助成率】 （ ）内は生産性要件を満たした場合

申請事業場の事業場内最低賃金が、

９００円未満 ➡ ９/１０

９００円以上９５０円未満➡４/５（９/10）

９５０円以上 ➡ ３/４（４/５）

概 要

□ 賃金引上げ計画を策定し、一定額以上引き上げ

ること

□ 引き上げ後の賃金額を支払うこと

□ 生産性向上に役立つ機器・設備などを導入して

□ 業務改善を行い、その費用を支払うこと

支給の要件

申請書・事業実施計画等を
福井労働局へ提出

交付決定

事 業 実 施
（設備投資・賃金引き上げ）

事業実施
結果報告

支 給

審査

審査

手続きの流れ

事業場内で最も低い賃金（事業場内最低賃金）を３０円以上引き上げ、

生産性向上に資する設備投資等を行った場合に、その設備投資等に

かかった費用の一部を助成する制度です。＊年度内に２回の申請も可能です。

【設備投資等】 機器・設備の導入、経営コンサルティングなど

生産量要件※１または物価高騰等要件※２に該当する場合は、特例として

パソコン、スマホ、タブレットの新規購入及び乗車定員７人以上又は車両

本体価格200万円以下の自動車等も助成対象として認められます。

予算の範囲内で交付するため、申請期間内に募集を終了する場合があります。

【申請期限】令和６年１月３１日 【事業完了の期限】令和６年２月２８日

ご留意いただきたい事項

生産性を上げて、最低賃金を引き上げ！

福井県内での

『活用事例』

□ 中小企業・小規模事業者であること

□ 事業場内最低賃金と地域別最低賃金の

差額が５０円以内であること

福井県の場合は

令和５年９月30日まで ９３８円以下

令和５年10月１日から ９８１円以下

□ 解雇、賃金引き下げなどの不交付事由がないこと

対象になる事業場
令和５年８月31日に拡充されました！

事業場規模５０人未満であれば、賃金引き

上げ後の申請も可能になりました。

ただし、令和５年10月１日発効の地域別最低賃金の

改定額に対応して引き上げている場合は、９月30日

までに引き上げが完了している必要があります。

＜お問い合わせ先＞ ＜申請先＞ ＜賃金引上げに向けたワンストップ無料相談窓口＞

業務改善助成金 福井労働局雇用環境・均等室 ふくい働き方改革推進支援センター

コールセンター 福井市春山1-1-54 福井市西木田2-8-1

℡ 0120-366-440 ℡ 0776-22-0221 ℡ 0120-14-4864

●専門家による業務フロー見直しによる

●顧客回転率の向上（小売業）

●食器洗浄機の導入による

●洗浄作業の効率化（飲食業）

●除雪機の導入による

●除雪作業時間の短縮（サービス業）

●ＰＯＳレジシステムの導入による

●在庫管理の短縮（サービス業）

●リフト付き特殊車両の導入による

●送迎時間の短縮（医療福祉業）

●勤怠管理システムの導入による

●業務の効率化（サービス業）

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html
wakimotoy
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